




※平成30年4月現在の制度です。今後、制度に変更が生じる可能性があります。

詳細は区市町村にお問い合わせください。 詳細は区市町村にお問い合わせください。

掛けた額です。



※建替え工事・除却も対象になります（耐震改修相当額）。

建替え工事の場合の助成対象事業費は、耐震改修相当額になります。
（建替えとは、現在ある建築物を除却し、引き続き同一の敷地で新たに建築することです。
助成制度をご利用いただく場合には、除却の前に助成申請を行ってください。）
詳しくは、区市町村の窓口に御相談ください。

詳細は区市町村にお問い合わせください。

住宅（マンションを除く。）の場合

免震工法等の特殊工法の単価は住宅（マンションを除く。）
の場合は適用されません。

着手とは、区市町村窓口で助成金の交付決定を受け、改修等の業者と契約を締結することをいいます。



●耐震化アドバイザーの無料派遣
　建築士や弁護士、建設業者、不動産コンサルタントなどの専門家を無料で派遣します。

03－3468－0301（JSCA東京）

対象費用 耐震改修工事等費用

対象建築物 全ての緊急輸送道路沿道建築物
・敷地が緊急輸送道路に接すること
・昭和 56 年 6 月 1 日施行の耐震基準改正前に建築されたもの
・道路幅員のおおむね 1/2 以上の高さ
・延べ面積 10,000㎡以下

融資対象者 上記建築物を所有する
・ 個人
・ 中小企業者※

融資限度額 3 億円以内

融 資 期 間 10 年以内

融 資 利 率 取扱金融機関の通常利率より低減した利率
※ 従業員数や資本金等の規模が中小企業基本法 ( 昭和 38 年法律第 154 号 ) 第 2 条第 1 項各号のいずれかに該当するもの。

お問い合わせください。

お問い合わせください。



東京都耐震マーク
表示制度等

【東京都耐震化工事中掲示物 】 

工事現場への耐震マークの掲示　

　建築物の耐震性に関する情報が広く提供され、都民が安心して建築物を利用することができるよう、
耐震マークを交付しています。交付を受けた方はマークを建築物の入口など、見やすい場所に表示して
ください。詳しくは、ホームページ「東京都耐震ポータルサイト」を御覧ください。

■対象建築物：耐震基準に適合することが確認された都内全ての建築物

■交付申請費用：無料

　耐震改修を実施している緊急輸送道路沿道の工事現場に、「耐震化工事中」であることを表示します。
この取組を通じて、耐震化の進捗状況を目に見える形で示し、都民の耐震化への機運を一層高めていきま
す。詳しくは、ホームページ「東京都耐震ポータルサイト」を御覧ください。

■対象とする工事現場：緊急輸送道路沿道建築物に対し、耐震化工事（耐震改修工事、建替え工事、
　　　　　　　　　　 除却工事）を行っている工事現場

■交 付 申 請 費 用：無料

　【お問合せ先】 
　　東京都耐震マーク事務局 
　　03（5466）2023足場シートに装着する掲示物 仮囲いに貼付する掲示物

※旧耐震建築物で耐震改修したものは、「耐震改修済」、耐震診断等により耐震基準へ
　の適合を確認したものは「耐震診断済」、新耐震基準に適合していることが確認され
　た建築物は「新耐震適合」の表記になります。
※マークのサイズは15cm×15cm（戸建住宅は6cm×6cm）
※本制度の一層の普及拡大を図るため、希望者からの申請に応じた交付に加え、都が
　耐震基準への適合を確認した建築物に対しても、耐震マークの交付を行っています。

　【お問合せ先】 
　　東京都耐震マーク事務局 
　　03（5466）2023

（平成30年4月1日現在）

（地方税法附則第15条の9第1項から第3項まで、同法附則第15条の9の2第1項から第3項まで）
平成32年3月31日

平成32年3月31

　昭和57年1月1日以前から所在する家屋について、平成32年3月31日までの間に一定

　昭和56年5月31日以前に建築された住宅の所有者が、平成33年12月31日ま
でに一定の耐震改修を行った場合、標準的な工事費用相当額の 10％相当額（最高 25
万円※1）などが所得税から控除される場合があります。
　なお、上記の一定の耐震改修及び一般省エネ改修工事と併せて耐久性向上改修工事をし
た場合、標準的な工事費用相当額の 10％相当額（最高 50万円※2）が所得税から控除さ
れる場合があります。
　※１　住宅耐震改修工事に要した費用の額に含まれる消費税額等（消費税額及び地方消費税額の合計額をいい
　　　ます。）のうちに、8％の税率により課されるべき消費税額等が含まれていない場合は最高20万円
　※２　太陽光発電設備設置工事を併せて行った場合は最高60万円

★お問合せ先…所轄の税務署



街づくり支援部建築課耐震化推進担当 03-3578-2844

都市整備部市街地整備課耐震改修担当

まちなみ整備部住宅政策課

都市整備部住宅課住宅政策係

環境安全部環境・住宅課住宅係

まちづくり部建築指導課

都市建設部施設建設課保全計画・建築担当

都市整備部都市計画課用地・住宅係

都市建設部都市計画課開発指導係

都市整備部都市計画課住宅係 042-558-1111（内線2715）

042-555-1111（内線275）

042-548-2067

042-464-0020

0428-23-3793

042-378-2111

042-565-1111（内線275・276）

042-470-7777（内線2625）

042-393-5111（内線2425）

03-3312-2111（内線3328）

（平成30年４月１日現在）

お問い合わせください。

（30）20

都市整備部建築課指導・耐震促進係

（平成30年6月改訂）


